
資 料地球温暖化対策条例のあり方検討
ＮＯ．１

努 義 他事例対 策 府 の 施 策 条例での規定（検討項目例）

（温暖化プラン等） 力 務 市 他

・普及啓発 ・温暖化防止活動推進センター、温暖化 ・温暖化防止活動推進センターを核にし

・情報提供 防止活動推進員、地域協議会との連携 た多様な主体とのパートナーシップに ○ 無

日 ・環境教育・環境学習の推進 による普及啓発、情報提供、環境教育 よる温暖化防止活動の推進

・環境学習の推進 ・廃棄物の減量化等 ○ ○ ○

常 ・地域での活動団体の育成、支援 ・温室効果ガス排出量（エネルギー消費 ○ 無

・インターネット環境家計簿の普及 量）の把握

生 ・フロン使用製品の利用抑制 ○ 無

活

・省エネルギー機器の普及 ・京都省エネラベル協議会の活動促進 ・省エネ機器の優先的及び適切使用 ○ ○ ○

・高効率給湯器の普及 ・家電販売店員の省エネ研修、省エネマ ・省エネ機器及びサービスの提供等 ○ ○ ○

・トップランナー基準による機器の効 イスター登録等省エネ機器の情報提供 ・家電販売業者、 の省エ ○ ○ ○電力・ガス会社

家 率化 の推進 ネ情報提供及び説明（省エネマイスタ （無）

電 ・エコ製品等の普及 ・京都グリーン購入ネットワークの活動 ーの配置等）

機 促進 ・グリーン購入の推進（エコ製品等の優 ○ ○

器 ・府内企業のエコ製品認定制度（京都版 先的使用等）

等 環境エコラベル）の導入検討

家

・住宅（建築物）の省エネ性能向上 ・ウッドマイレージＣＯ２認証制度の導 ・住宅（建築物）の省エネ化 ○ ○ ○

・省エネ住宅（建築物）の普及 入 ・省エネ住宅（建築物）の提供 ○ 無

住 ・屋上緑化の普及 ・屋上緑化モデル事業の実施及び普及 ・住宅、事業所の緑化 ○ ○ ○

・京都型エコ住宅の研究 ・大規模建築物の排出量削減計画の作成 ○ ○ ○、

報告、公表

宅 ・大規模建築物の屋上緑化又は自然エネ ○ ○

庭 ルギーの利用

・公共交通機関等の利用促進 ・公共交通機関利用者への特典（エコポ ・自動車の利用抑制 ○ ○ ○

・自動車の利用抑制 イントシステム等）の導入 ・公共交通機関の利用 ○ ○ ○

・環境に配慮した自動車利用の促進 ・ウッドマイレージＣＯ２認証制度の導 ・自転車（徒歩）の利用 ○ ○ ○

・低公害車（トップランナー基準適合 入（再掲） ・エコドライブの実践 ○ ○ ○

車）の拡大 ・排出抑制対策優良企業の公表制度の創 ・アイドリングストップの徹底 ○ 努 ○

対 自 ・低公害車の普及 設 ○ 無・自動車等運転免許更新時におけるエコ

ドライブ講習の実施、受講・天然ガススタンドの設置など低公害車

の普及促進 ・大規模駐車場（設置者）のアイドリン ○ ○

動 ・交通需要マネジメントの推進 グストップの徹底

・低公害車の利用 ○ ○

・自動車販売業者等の環境情報の提供及 ○ ○

車 び説明（エコカーマイスター配置等） （無）

策 ・低公害車の販売実績の報告 ○ ○

・公共交通機関のサービス､利便性の向上 ○ ○

・自然エネルギー等の普及 ・京都エコエネルギープロジェクトの推 ・自然エネルギー等の優先的利用 ○ ○ ○

自 進 ・大規模建築物の自然エネルギー等の利 ○ 無

然 ・風のプロジェクトの推進 用

エ ・学校等の自然エネルギーの導入促進 ・電気事業者の自然エネルギー等の利用 ○ ○、

ネ ・府民参加型自然エネルギー普及促進事 発電又は買取の強化

ル 業の推進

ギ

｜

そ 追 加

の

他



地球温暖化対策条例のあり方検討
ＮＯ．２

努 義 他事例対 策 府 の 施 策 条例での規定（検討項目例）

（温暖化プラン等） 力 務 市 他

・温室効果ガス排出の削減の促進（エ ・中小企業の省エネ診断、環境マネジメ ・環境マネジメントシステムの導入 ○ ○ ○

ネルギー管理の徹底） ントシステムの導入支援 ・廃棄物の減量化等 ○ ○ ○

製 ・環境技術、エコ製品開発、販売等の ・環境技術（温室効果ガス排出削減、リ ・省エネ機器及びサービスの提供等 ○ ○ ○

造 促進 サイクル等）の開発等支援 ・グリーン購入の推進（調達方針作成） ○ ○

・ ・京都グリーン購入ネットワークの活動 ・環境報告書の作成、報告、公表 ○ 無

業 促進（再掲） ・従業員（大学生）の環境教育 ○ ○（無）

務 ・府内企業のエコ製品認定制度（京都版 ・大規模事業所の 、削減計 ○ ○ ○排出量の報告

・ 環境エコラベル）の導入検討（再掲） 画の作成、報告、公表（コンビニ、自

小 ・自主的国内排出量取引の導入検討 動販売機等を含む ）。

売 ・家電販売業者、 の省エ ○ ○ ○電力・ガス会社

ネ情報提供及び説明（省エネマイスタ （無）

事 ーの配置等 ・）

・建築物の省エネ性能の向上 ・屋上緑化モデル事業の実施及び普及 ・建築物のエネルギー使用の合理化 ○ ○ ○

建 ・屋上緑化の普及 （再掲） ・大規模建築物の排出量削減計画の作成 ○ ○ ○、

・自然エネルギー等の普及 報告、公表

業 物 ・大規模建築物の屋上緑化又は自然エネ ○ ○

ルギーの利用

・環境に配慮した自動車利用の促進 ・ウッドマイレージＣＯ２認証制度の導 ・エコドライブの実践（エコドライブ推 ○ ○ ○

・低公害車（トップランナー基準適合 入（再掲） 進員の配置等） （無）

者 車）の拡大 ・排出抑制対策優良企業の公表制度の創 ・アイドリングストップの徹底 ○ 努 ○

・低公害車の普及 設（再掲） ・大規模駐車場（設置者）のアイドリン ○ ○

自 ・モーダルシフト等物流の効率化の促 ・天然ガススタンドの設置など低公害車 グストップの徹底

進 の普及促進（再掲） ・低公害車の利用 ○ ○

対 ・環境にやさしい配送宣言、エコドライ ・大規模事業所の 、排出量 ○ ○ ○排出量の報告

動 ブ宣言制度の導入（再掲） 削減計画の作成、報告、公表

・交通需要マネジメントの推進（再掲） ・大規模自動車使用者の環境管理計画の ○ ○

作成､報告､公表（一定割合以上の低公

策 車 害車の利用）

・自動車販売業者の環境情報の提供及び ○ ○

説明（エコカーマイスター配置等） （無）

・公共交通機関のサービス､利便性の向上 ○ ○ ○

・物流の効率化の促進 モーダルシフト ○ ○ ○（ 、

共同配送等

自 ・自然エネルギー等の普及 ・京都エコエネルギープロジェクトの推 ・自然エネルギー等の優先的利用 ○ ○

然 進 ・大規模建築物の屋上緑化又は自然エネ ○ ○

エ 風のプロジェクトの推進 ルギーの利用・

ネ ・学校等への自然エネルギー導入促進 ・電気事業者の自然エネルギー等の利用 ○ ○、

ル ・府民参加型自然エネルギー普及促進事 発電又は買取の強化

ギ 業の推進（以上、再掲）

｜

森 ・森林や緑の保全及び整備（森林吸収 ・ 緑の公共事業アクションプラン」の ・森林保全や整備、緑化等地球温暖化防 ○「

林 源対策、ヒートアイランド対策等） 推進 止活動への府民等の積極的参画（吸収 無

保 ・ 環の公共事業」の推進 源整備、 ・バイオマス資源「 府内産木材

全 整 ・ウッドマイレージＣＯ２認証制度の導 の活用等）

・ 備 入（再掲）

国 ・国際環境協力の推進（京都議定書誕 ・海外での植樹協力事業（中国陝西省植 国際環境協力 ○・大学や産業界と連携した

友好提携省州への環境技術支際 生の地） 樹協力事業）の実施 の推進（

環 協 ）・海外との環境技術交流の促進 援等

境 力

環 ○ 無・温暖化防止に貢献する環境産業の育 ・排出削減や省資源、リサイクルを推進 ・大学や産業界と連携した環境産業の育

成、環境技術の開発 する新技術の研究開発や製品開発の支 成、環境技術開発の促進境 の

援（産業廃棄物税の活用）産 育

業 成

・こどもから高齢者まで幅広い世代を ・学校教師等を対象とした温暖化教育講 ・環境教育・環境学習の総合的・計画的環

境 ○ 無対象に､学校や職場 地域､家庭など､ 座の開催 推進（ 環境教育・環境学習の１０年」、 「

あらゆる場における環境教育・環境 ・学校や地域における環境学習への講師 の推進）教 環

学習の推進 派遣、学習教材の作成、貸し出し ・特に、大学生（大学）に対する環境教育 境

育の推進及び自動車等運転免許更新時・ 学

におけるエコドライブ講習の実施、受習

講の

推 ・ 京都地球環境の日 （2／16）の制定 無「 」

進 ○ 無・ もったいない」など環境を守り育てる「

京都の生活文化の継承



地球温暖化対策条例のあり方検討
ＮＯ．３

備 考対 策 府 の 施 策 条例での規定（検討項目例）

（温暖化プラン等）

○府地球温暖化対策推進本部（本部長＝知事）・推進体制及びネットワークの強化

の設置

○条例に基づく施策の実施状況について進行管

理を行う専門委員会（地球温暖化対策推進委推

員会）の設置進

○温暖化防止活動推進センター、推進員、地域体 ・温暖化防止活動推進センターの活動基

制 盤強化 （センターを核にした多様な主 無協議会の役割

の ・温暖化防止活動推進員の体制充実 体とのパートナーシップによる温暖化防止活

整 ・地域協議会の設立促進 動の推進

備

・総合的かつ計画的な地球温暖化対策 ・地球温暖化対策推進計画の策定及び ○地球温暖化対策推進計画及び指針の策定並び

の推進 推進 に推進

○政策統合の推進

・地球温暖化対策プランに基づく施策の ・府のあらゆる政策、施策、事務事業のＰＤ

推進 ＣＡサイクルの全過程において地球温暖化

を防止する観点から取組を実施

○地球温暖化対策の推進に関する府の施策

・自然エネルギーの優先的利用及び省エネル

ギーの促進

・グリーン購入（環境物品等の優先的購入）

促進

・公共交通機関の利用、エコドライブ、アイ

ドリング・ストップ、低公害車の導入、交地

通需要マネジメント、物流の効率化の促進球

・森林の適切な保全及び整備（森林吸収源対温

策）の促進（ 緑の公共事業アクションプラ暖 「

ン」の推進）化

・緑地の保全及び整備、公共施設、住宅及び対

事業所における緑化の促進策

・廃棄物の減量化等の促進の

・環境に配慮した事業活動の促進、環境マネ推

ジメントシステムの普及進

・国際環境協力の推進に

・環境産業の育成関

・環境教育・環境学習の推進す

、 、る ・情報提供 普及啓発及び人材の確保・育成

顕彰府

・国、都道府県、市町村、環境保全活動団体の

等との連携施

・地球温暖化対策を推進するための方策に関策

する調査及び研究

・施策を推進するために必要な財政上、金融

上及び税制上の措置

○府が率先して実施すべき施策

・地球温暖化対策実行計画の策定及び推進

・自然エネルギーの導入の推進

・省エネルギーの推進

・グリーン調達（環境物品等の調達）の推進

・環境にやさしい公共事業の推進（ 環』の「『

公共事業行動計画」の推進）

・環境マネジメントシステムの推進

○年次報告

○施策評価及び条例の定期的見直しそ

○府民意見の反映

○勧告、命令、公表の

（○罰則）

他


